
 次の質問に移ります。カスタマー

ハラスメント対策についてです。 

 厚生労働省は、2022年に、カスタ

マーハラスメント対策企業マニュア

ルを作成し、企業が従業員を守るた

めに対応すべき課題の一つに挙げ、

対策を義務づける方針を示していま

す。 

 顧客からのクレーム、言動のう

ち、実現するための手段が、社会通

念上不当なものであって、労働者の

就業関係が害されるもの、例えば、

大声を上げたり、業務を妨害した

り、無理に居座ったりする行為は、

威力業務妨害罪や不退去罪に問われ

る可能性があります。 

 このような事態は、企業だけでな

く、ここ数年、多くの自治体にも取

り上げられ、対策に取り組む自治体

が増えています。 

 東京都では、2024年に、カスタマ

ーハラスメントの防止を目指す条例

が、東京都議会で可決され、何人も

あらゆる場においてカスハラを行っ

てはならないと定め、全国で初めて

公的機関においても、カスハラ防止

に焦点を当てた条例が成立していま

す。 

 東京都のほかに、対策を実施して

いる自治体は、全国で劇的に増加し

ています。これらの自治体の対策と

しては、名札の名字のみの表記、条

例や要綱、マニュアルの作成、カス

ハラ抑制のためのポスター掲示、実

態調査による、状況把握と周知など

が挙げられます。 

 また、カスハラ対策として重要な

ことは、悪質なクレームや、迷惑行

為を減らすといった、外的問題への

アプローチのほか、上司や同僚の援

護、理解が得られるよう、職場環境

を再構築することや、被害を受けた

対応者を救済するといった、内在的

な問題アプローチが重要と報告され

ています。 

 このような状況において、新居浜

市の取組について質問します。これ

まで、カスハラに関する調査を行っ

たことがありますか。あるとすれ

ば、その結果はいかがですか。ない

とすれば、カスハラに対するこれま

での認識はどのようですか。 

 また、カスハラに対して、今後の

取組はどのように考えていますか。 

 東京都などが条例を制定していま

すが、この動きをどのように捉えて

いますか。さらに、職場でのカスハ

ラ被害者保護など、組織的な対応の

必要については、どのようにお考え

ですか。 

 市は、これまで人材育成に力を入

れていますが、職員の持つ課題を見

逃さないように注意することも必要

と考えますがいかがでしょうか。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。髙橋総務部長。 

○総務部長（髙橋聡）（登壇） カ

スタマーハラスメント対策について

お答えいたします。 

 まず、カスハラに関する調査につ

いてでございます。 

 これまでに、カスハラに関する調

査を行ったことはございませんが、

これに該当するような事象は起きて

いると認識しております。 

 次に、カスハラに対する今後の取



組についてでございます。 

 令和６年12月26日付、総務省通知

により、行政サービス利用者等の言

動で、明らかに限度を超えているよ

うな事象が発生した場合は、内容に

応じて職員の救済を行うことになっ

ております。そこで示されている民

間企業向けマニュアル等を参考にし

ながら、クレームや迷惑行為の排

除、その行為に対する心構えや準

備、被害の救済等の在り方について

検討してまいります。 

 次に、東京都などが条例を制定し

ている動きについてでございます。 

 事業者や顧客等も含めた取組につ

きましては、東京都における成果

や、愛媛県や他の市町の動向等を注

視しながら検討してまいりたいと考

えております。 

 次に、職員の持つ課題を見逃さな

いように注意することについてでご

ざいます。 

 カスハラを受けた職員が、そのス

トレスにより課題を抱えてしまうこ

とはあると思われます。 

 管理監督者は、その早期発見に努

め、課題解決のために必要な手当て

をすることはもちろんですが、まず

はその予防のため、カスハラへの対

応を職員個人に任せるのではなく、

組織的に対応をするための体制整備

が求められるものと考えておりま

す。 

○議長（小野辰夫） 越智克範議

員。 

○14番（越智克範）（登壇） ただ

いまの答弁は、カスハラに対して新

居浜市は、これからは、すぐに動く

ことはないということなんですか。

対策は、すぐに立てる方向にはない

ということですか。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。髙橋総務部長。 

○総務部長（髙橋聡）（登壇） 越

智議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 すぐに動かないのかということな

んですけども、先ほどの答弁にあり

ましたように、昨年の12月に総務省

から自治体のほうでもやりなさいよ

というふうな通知がまいっておりま

して、その中には、民間企業向けの

マニュアルが示されております。そ

れを基に、新居浜市でも、今現在

は、職員同士のハラスメントについ

ての対応マニュアルがあるんですけ

ども、そこに加えるような形でカス

ハラについての対応も、早期に制定

しなければならないなと考えておる

ところです。 

○議長（小野辰夫） 越智克範議

員。 

○14番（越智克範）（登壇） 自治

体の行政サービス維持のためにも、

職員の安全を守る必要性というの

は、私は高いんじゃないかと思いま

す。 

 もちろん行政サービスで、住民に

も理解してもらうことが必要なんで

すが、このカスハラ対策について

は、なるべく早く対応をしたほう

が、私はいいんじゃないかというふ

うに思います。ひとつ、御検討をよ

ろしくお願いします。 

 


